
（別紙２）  

 

提案書等作成要領 
 

１ 提出書類 

（１）企画提案書（様式は任意）  ６部 

  ※企画提案書には業務スケジュール及び業務体制を記載すること。 

（２）提案者の概要書       ６部 

（３）様式２ 「見積書」     １部 

  ※内訳がわかるように内訳書（任意様式）を別途添付すること。 

  ※見積書の内訳は、下記の区分ごとに詳細がわかるよう作成すること。 

   ○内装改修設計（基本設計、実施設計、設計監理業務） 

ア）１Ｆエントランスのリニューアル 

イ）３Ｆ議場をシアターへリノベーション 

ウ）１Ｆ３Ｆトイレのリニューアル 

   ○内装改修工事 

    ア）１Ｆエントランス改修（解体～竣工まで） 

    イ）３Ｆ議場をシアタールームへ改修（解体～竣工まで） 

（４）業務実績（様式は任意）   ６部 

  ※業務実績には本業務と同種または類似の会社実績を記載すること 

（５）様式３ 「誓約書」     １部 

 

２ 提出方法等 

（１）提出場所：〒649-4192 

        和歌山県東牟婁郡串本町西向359番地 

        串本町役場 企画課 ロケット推進グループ 

（２）提出方法：提出場所に６部を持参又は郵送すること。郵送する場合は事前に連絡すること。 

（３）提出期限：令和３年８月２０日（金）午後５時 

（４）経費負担：提案書の作成・提案に係る費用及び郵送費は提出事業者負担とし提案書は返却しない。 

 

３ 作成に伴う質問 

（１）受付期間：令和３年８月１０日（火）午後５時まで 

（２）質問方法：様式４「質問書」に必要事項を記載の上、電子メールにより行うこと。 

メール：miyamoto@town.kushimoto.lg.jp 

（３）回  答：令和３年８月１３日（金）までに、串本町公式ホームページにて公開する。 

 

４ 提案書作成内容 

提案書作成においては、仕様書を熟読し創意工夫をもって提案書を作成すること。 

◯ 体裁は原則としてＡ４判（Ａ３判の折込みも可）とし、縦横は問わないが横書き日本語表

記で１０ポイント以上であること。 

◯ 本業務の仕様書に定めのない業務、目的達成のために有効と思われる案があれば追加提 

案を行うこと。 

 

 

 

 

 


